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後発医薬品の使用促進に関する診療報酬上の評価の経緯①

医療機関 薬局

処方 体制 その他 調剤・その他 体制

2002年
（H14）

処方箋料
（後発医薬品を含
む場合２点加算）

後発医薬品調剤加算
（内服薬１剤につき２点
加算等）

2004年
（H16）

2006年
（H18）

処方箋様式の変更
（変更可欄の新設）

後発医薬品情報提供料：
10点

2008年
（H20）

処方箋様式の変更
（変更不可欄に変更）

変更調剤時に分割調
剤とした場合の調剤
基本料を設定（お試
し調剤:5点）

後発医薬品調剤体制加算
後発医薬品を調剤した
処方箋受付回数の割合
30%以上：4点

2010年
（H22）

後発医薬品使用体制加算
（入院）
後発医薬品採用割合
20%以上：30点

含量違いの後発医薬
品等の変更の明確化

数量ベースでの
後発医薬品の使用割合
20%以上：6点
25%以上：13点
30%以上：17点

2012年
（H24）

一般名処方加算：
２点加算

20%以上：28点
30%以上：35点

処方箋様式の変更
（処方薬ごとに変更の可否
を明示）

薬剤服用歴管理指導料の算
定要件化

22%以上：5点
30%以上：15点
35%以上：19点

2013年
(H25)

新指標（後発医薬品の数量シェア*）の導入

2014年
（H26）

要件追加（一般名処方
時に後発医薬品を調
剤しない場合、理由
を明細書に記載）

（新指標）
55%以上：18点
65%以上：22点

*後発医薬品に置き換えられる先発医薬品及び後発医薬品をベースとした数量
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後発医薬品の使用促進に関する診療報酬上の評価の経緯②

医療機関 薬局

処方・その他 体制 調剤・その
他

体制

2016年
（H28）

（一般名処方
加算）
全品目：３点
１品目以上：

２点

（後発医薬品使用体制
加算（入院））：
後発医薬品使用割合

50%以上：28点
60%以上：35点
70%以上：42点

外来後発医薬品使用体制
加算（診療所のみ）：
後発医薬品使用割合

60%以上：3点
70%以上：4点

（後発医薬品調剤体制加算）
65%以上：18点
75%以上：22点

2018年
（H30）

全品目：6点
１品目以上：

4点
60%以上：22点
70%以上：35点
80%以上：40点
85%以上：45点

70%以上：2点
75%以上：4点
85%以上：5点

75%以上：18点
80%以上：22点
85%以上：26点
20%以下（調剤基本料から

   2点減点）

2020年
（R2）

全品目：7点
１品目以上：

5点

バイオ後続品
導入加算新設
（在宅自己注
射指導管理
料）：150点
（３月限度）

70%以上：37点
80%以上：42点
85%以上：47点

75%以上：15点
80%以上：22点
85%以上：28点
40%以下（調剤基本料から

   2点減点）

2022年
（R4）

外来腫瘍化学
療法診療料、
外来化学療法
加算に適応拡
大：150点
（３月限度）

75%以上：37点
85%以上：42点
90%以上：47点

   75%以上：2点
85%以上：4点
90%以上：5点

80%以上：21点
85%以上：28点
90%以上：30点
50%以下（調剤基本料から

   ５点減点）

2024年
（R6）

全品目：10点
１品目以上：

8点

入院患者以外
の患者に適応
拡大：150点
（３月限度）

75%以上：77点
85%以上：82点
90%以上：87点

   75%以上：5点
85%以上：7点
90%以上：8点

バイオ後続品使
用体制加算の新
設（入院初日に
100点）

R6.10～
長期収載品に対する
選定療養導入
説明に対する評価：
特定薬剤管理指導加
算３新設

80%以上：21点
85%以上：28点
90%以上：30点
50%以下（調剤基本料から

   ５点減点）
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１． 後発医薬品の安定供給・使用促進等に係る取組状況について

２． バイオ後続品の使用促進に係る取組について
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後発医薬品とバイオ後続品の取扱状況

後発医薬品 バイオ後続品

定義 先発医薬品と同一の有効成分を同一量含み、同一
経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用
量が原則的に同一であり、先発医薬品と同等の臨
床効果・作用が得られる医薬品。

新有効成分含有医薬品として承認されたバイオテクノロ
ジー応用医薬品（先行バイオ医薬品）と同等／同質の品
質、安全性及び有効性を有する医薬品。

有効成分の品質特性 有効成分、成分量等が先発品と同一 品質・有効性等が先行バイオ医薬品と同等/同質である
（同一性の検証は困難）

臨床試験 生物学的同等性試験による評価（第Ⅰ相試験） 同等性/同質性評価の治験が必要（第Ⅰ相、第Ⅲ相試験）
→「バイオ後続品の品質･安全性･有効性確保のための指
針」

製造販売後調査 原則 実施しない 原則 実施する

診療報酬上の評価 一般名処方加算：医科
外来後発医薬品使用体制加算：医科
後発医薬品調剤体制加算：調剤

バイオ後続品使用体制加算（R6新設）：医科
バイオ後続品導入初期加算：医科

薬剤の特性 内服薬が多い ほぼ注射薬

処方方法 一般名処方 銘柄名処方

変更調剤 可（不可の場合は、処方箋に変更不可欄に記載） 不可

出典：薬生薬審発0204第1号「バイオ後続品の品質・安全性・有効性確保のための指針」改訂版（令和２年２月４日）
 https://www.nihs.go.jp/dbcb/TEXT/yakuseiyakushinnhatsu_0204_1.pdf

（図表）日本バイオシミラー協議会HP（「日本で承認されているバイオシミラー一覧＜2025年6月1日時点＞」）、
 国立医薬品食品衛生研究所「日本で承認されたバイオ後続品＜2025年1月6日＞」より作成

○ 後発医薬品とバイオ後続品における、薬剤の特性や診療報酬上の評価等の違いは、以下のとおり。

https://www.nihs.go.jp/dbcb/TEXT/yakuseiyakushinnhatsu_0204_1.pdf


先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価について①

○ 令和７年４月時点における、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価は以下のとおり。
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先行バイオ医薬品 品名 バイオ後続品 品名
先行バイオ医薬品

薬価
バイオ後続品

薬価

ランタス注カート インスリン グラルギンＢＳ注カート 881 685

ランタス注ソロスター インスリン グラルギンＢＳ注キット 1049 1041

ヒューマログ注１００単位／ｍＬ インスリン リスプロＢＳ注１００単位／ｍＬ ＨＵ 224 137

ヒューマログ注カート インスリン リスプロＢＳ注カート ＨＵ 968 408

ヒューマログ注ミリオペン インスリン リスプロＢＳ注ソロスター ＨＵ 1156 876

ノボラピッド注 １００単位／ｍＬ インスリン アスパルトＢＳ注１００単位／ｍＬ ＮＲ 199 213

ノボラピッド注 フレックスペン インスリン アスパルトＢＳ注ソロスター ＮＲ 1293 1248

ノボラピッド注 ペンフィル インスリン アスパルトＢＳ注カート ＮＲ 897 689

フォルテオ皮下注キット６００μｇ テリパラチドＢＳ皮下注キット６００μｇ 24063 16206

エスポー注射液７５０ エポエチンアルファＢＳ注 375 764

ネスプ注射液５μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注射液５μｇシリンジ 823 388～438

ネスプ注射液１０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注１０μｇシリンジ 1023 770

ネスプ注射液１５μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注１５μｇシリンジ 1915 868～1061

【バイオ後続品の種類（令和７年４月時点） 日本で薬価収載されているバイオ後続品の薬価一覧】



先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価について②

○ 令和７年４月時点における、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価は以下のとおり。
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先行バイオ医薬品 品名 バイオ後続品 品名
先行バイオ医薬品

薬価
バイオ後続品

薬価

ネスプ注射液２０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注２０μｇシリンジ 2097 1350

ネスプ注射液３０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注３０μｇシリンジ 3633 1731～1976

ネスプ注射液４０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注４０μｇシリンジ 4157 2060～2361

ネスプ注射液６０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注６０μｇシリンジ 5669 3424

ネスプ注射液１２０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注１２０μｇシリンジ 9434 6155

ネスプ注射液１８０μｇプラシリンジ ダルベポエチン アルファＢＳ注１８０μｇシリンジ 12376 8230

ジェノトロピンＴＣ注用５．３ｍｇ
ソマトロピンＢＳ皮下注５ｍｇシュアパル

15550 12395

ジェノトロピンＴＣ注用１２ｍｇ
ソマトロピンＢＳ皮下注１０ｍｇシュアパル

33152 23731

ファブラザイム点滴静注用５ｍｇ アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注５ｍｇ 98800 70498

ファブラザイム点滴静注用３５ｍｇ アガルシダーゼ ベータＢＳ点滴静注３５ｍｇ 547825 397103

ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ
／ｍＬ

ラニビズマブＢＳ硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ 97510 74282

ヒュミラ皮下注２０ｍｇシリンジ０．２ｍＬ アダリムマブＢＳ皮下注２０ｍｇシリンジ 24392 11062～12853

ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４ｍＬ アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇシリンジ 49726 20630

【バイオ後続品の種類（令和７年４月時点） 日本で薬価収載されているバイオ後続品の薬価一覧】



先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価について③

○ 令和７年４月時点における、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価は以下のとおり。
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先行バイオ医薬品 品名 バイオ後続品 品名
先行バイオ医薬品

薬価
バイオ後続品

薬価

ヒュミラ皮下注８０ｍｇシリンジ０．８ｍＬ アダリムマブＢＳ皮下注８０ｍｇシリンジ 96604 38124

ヒュミラ皮下注４０ｍｇペン０．４ｍＬ アダリムマブＢＳ皮下注４０ｍｇペン 46864 18636

ヒュミラ皮下注８０ｍｇペン０．８ｍＬ アダリムマブＢＳ皮下注８０ｍｇペン 91161 39302

エンブレル皮下注用１０ｍｇ エタネルセプトＢＳ皮下注用１０ｍｇ 4892 4335

エンブレル皮下注用２５ｍｇ エタネルセプトＢＳ皮下注用２５ｍｇ 12679 5331

エンブレル皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇシリンジ０．５ｍＬ 9325 5950～6234

エンブレル皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇシリンジ１．０ｍＬ 19401 11155～11768

エンブレル皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ エタネルセプトＢＳ皮下注２５ｍｇペン０．５ｍＬ 8615 5660

エンブレル皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ エタネルセプトＢＳ皮下注５０ｍｇペン１．０ｍＬ 16786 10745

レミケード点滴静注用１００ インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ 51351 17099

リツキサン点滴静注１００ｍｇ リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ 17897 10544

リツキサン点滴静注５００ｍｇ リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ 89606 50792

【バイオ後続品の種類（令和７年４月時点） 日本で薬価収載されているバイオ後続品の薬価一覧】



先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価について④

○ 令和７年４月時点における、先行バイオ医薬品とバイオ後続品の薬価は以下のとおり。

【バイオ後続品の種類（令和７年４月時点） 日本で薬価収載されているバイオ後続品の薬価一覧】
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先行バイオ医薬品 品名 バイオ後続品 品名
先行バイオ医薬品

薬価
バイオ後続品

薬価

ハーセプチン注射用６０ トラスツズマブＢＳ点滴静注用６０ｍｇ 11132 4742

ハーセプチン注射用１５０ トラスツズマブＢＳ点滴静注用１５０ｍｇ 25110 10805

アバスチン点滴静注用１００ｍｇ／４ｍＬ ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ 27451 6901

アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ 102109 26066

グランシリンジ１５０ フィルグラスチムＢＳ注１５０μｇシリンジ 8611 3303～3428

グランシリンジ７５ フィルグラスチムＢＳ注７５μｇシリンジ 4358 2019～2768

グランシリンジＭ３００ フィルグラスチムＢＳ注３００μｇシリンジ 7946 5222～5418

ジーラスタ皮下注３．６ｍｇ ペグフィルグラスチムＢＳ皮下注３．６ｍｇ 81165 57967

ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ ウステキヌマブＢＳ皮下注４５ｍｇシリンジ 198887 139002



１． 後発医薬品の安定供給・使用促進等に係る取組状況について

２． バイオ後続品の使用促進に係る取組について

３． 服用薬剤調整支援について
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病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方

• 。

ポリファーマシー対策の始め方

○ポリファーマシー対策を始める病院が取組初期に直面する課題を解決するためのスタートアップツールと
して活用することを目的として、「高齢者医薬品適正使用検討会」での議論を経て取りまとめ（令和６年７
月に改訂）。

一律の剤数／種類数のみに着目するのではなく、安全性
の確保等からみた処方内容の適正化が求められることを
理解し、ポリファーマシー対策に取組む必要がある。

（１） 院内の現状を把握する
（２） 院内の理解を深める
（３） 院外関係施設の理解を得る
（４） 外来患者のポリファーマシーに目を向ける
（５） 患者やその家族との関係を構築する
（６） 患者やその家族への説明資材を準備する

ポリファーマシー対策を始める際の課題

（１） 「人員不足で、対象患者の抽出や、検討する時間を作れな
い」
（２） 「多職種連携が十分でない」
（３） 「患者の服用薬の一元的把握ができない」
（４） 「ポリファーマシーであるかを判断することが難しい」
（５） 「医師が自科以外の処方薬を調整することが難しい」
（６） 「病態全体をとらえることが難しい」
（７） 「見直し後の処方内容をかかりつけ医へフィードバックする
体制が構築されていない」
（８） 「患者の理解が得られない」

！

ポリファーマシー対策の進め方

１．ポリファーマシー対策の体制づくり
（１） ポリファーマシーの概念を確認する
（２） ポリファーマシー対策の目的を確認する
（３） 資料を取りそろえる
（４） 運営ルールをつくる
（５） 人員体制をつくる
（６） 地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者等との

連携体制をつくる
（７） ポリファーマシー対策の成果をモニタリングする
（８） デジタル技術を活用してポリファーマシー対策を進める
（９） 費用について考慮する

２．ポリファーマシー対策の実施
（１）入院患者へ対応する
（２） 外来患者へ対応する
（３） 職員への啓発活動を行う
（４） 医療機能による違いを考慮する

看護師の会議のイラスト

各種課題への解決策について、有用
なツール等を示しつつ詳細に解説。

令和６年６月21日
第18回高齢者医薬品適正使用検討会
資料５－１より保険局医療課作成

出典：「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方（令和６年７月改訂版）」（令和６年７月22日付医薬安発0722第１号厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知別添）に基づき作成 12

http://1.bp.blogspot.com/-36NRZNqEOic/VGLMdNRQwUI/AAAAAAAApAw/NR_Q4VUF3wE/s800/kangoshi_kaigi.png


13

入退院時におけるポリファーマシー対策

対象患者のスクリーニング

院外の医療機関・薬局へ
情報提供を求める

薬剤に関する情報の把握

薬剤以外の情報の把握

■患者に関する情報の把握

入
院
前

入
院
時

入
院
中

退院後のモニタリング

患者・家族への説明

院外の医療機関・薬局への情報提供

■患者に関する情報の把握

退
院
後

退
院
時

主治医への情報共有

主治医による処方見直しの検討入
院
中

対象患者のスクリーニング

主治医との調整

■ポリファーマシーに関する
カンファレンス（注）での処方見直しの検討

患者・家族の意向確認

カンファレンスにおける
処方見直し提案内容の検討

■病棟での処方見直し検討

処方見直し提案内容の検討

患者・家族の意向確認

患者家族への説明

入院中のモニタリング

※枠内は進め方に応じて適宜順番を入れ替えて実施してもよい

※院内での情報共有は
必要時適宜実施する

連携先の医療機関で処方
見直しを行う場合の流れ

注：「ポリファーマシーに関するカンファレンス」には、既存の医療チーム
カンファレンスなどでポリファーマシーについて検討する場合も含む

「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」より作成

令和６年12月11日
第19回高齢者医薬品適正使用検討会
参考資料１より保険局医療課作成

出典：「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方（令和６年７月改訂版）」（令和６年７月22日付医薬安発0722第１号厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知別添）に基づき作成
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地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方

• 。

地域におけるポリファーマシー対策

○ ポリファーマシー対策は、病院だけでなく地域全体で取り組むと実効性がより高まることから、地域全体で
ポリファーマシー対策を推進する観点から、「高齢者医薬品適正使用検討会」での議論を経て取りまとめ。

○ 中でも、地域ポリファーマシーコーディネーターが果たす役割は重要である。

診療所と薬局とが連携して行う場合や市区町村単位で行政、医療、
介護、学識経験者などの主体が会議体などを通じて連携して行う。

地域ポリファーマシーコーディネーター

令和６年６月21日
第18回高齢者医薬品適正使用検討会
資料５－１より保険局医療課作成

出典：「地域における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」（令和６年７月22日付医薬安発0722第１号厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知別添）に基づき作成

個人病院のイラスト

家・建物のイラスト「１階建て一軒家」

大病院のイラスト

１．ポリファーマシー対策を推進する担当者を決める
・地域全体でポリファーマシー対策を推進するためには、地域
のポリファーマシーの実行を推進する「地域ポリファーマ
シーコーディネーター」を定めることが効果的。

２．地域包括ケアシステムを担う医療・介護関係者等との連携体
制をつくる

・地域ケア個別会議などの地域における多職種連携のための会
合や、各職能団体や地方自治体が主催する研修会などに出向
き、ポリファーマシー対策を説明し協力を求め、地域ポリ
ファーマシーコーディネーターの顔を覚えてもらい窓口とし
て機能できる体制を構築することが望まれる。

地域の医療・介護関係者たちの理解を得ながら協働
し、地域のポリファーマシー対策の方針の検討等を
行う、地域のポリファーマシー対策の旗振り役。

→中核病院の地域連携室等に所属する医療従事者や、

地域の薬剤師会に所属する薬剤師等

３．地域でのポリファーマシー対策の全体的な方針を会議体
で検討する

・地域全体でポリファーマシー対策を継続的に推進してい
くためには、地域ポリファーマシーコーディネーターが
中心となって、地域の関係者と地域におけるポリファー
マシー対策の全体的な方針について定期的に検討するこ
とが望ましい。

４．地域で啓発活動を行う
・地域ポリファーマシーコーディネーター等による医療・
介護関係者への普及啓発活動を行い、多様な医療・介護
関係者が、地域の関係者の理解のもと、それぞれの役割
をもって積極的に協働できる環境を醸成することが、地
域全体でポリファーマシー対策を推進するために重要。

http://2.bp.blogspot.com/-xobtX6vL4To/VVGVsyZRYTI/AAAAAAAAtoU/GR_M6qNBzkY/s800/medical_kojin_byouin.png
http://4.bp.blogspot.com/-HJswnQNpI2A/UZmB9YzilXI/AAAAAAAATYY/DPn1NBHu7pA/s800/house_1f.png
http://1.bp.blogspot.com/-LSCklp2fqOI/Vkcaeten8KI/AAAAAAAA0cM/r_CPwIofBVQ/s800/dai_byouin2.png

